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「
高
齢
者
向
け
給
付
金
」の
申
請

受
け
付
け
が
、
７
月　
日
（
金
）

２９

に
終
了
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に
申

請
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
支

給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
申
請
し
て

い
な
い
方
は
、
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

　
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
で
申

請
書
類
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

至
急
、
臨
時
福
祉
給
付
金
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
☎
４
７
０
・
７
８
６
３

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時　
分
）

１５

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
【
支
給
対
象
】基
準
日（　
年
１

２７

月
１
日
）
に
、
市
内
に
住
民
登
録

が
あ
り
、　

年
度
臨
時
福
祉
給
付

２７

金
支
給
対
象
者
の
う
ち
、　

年
度

２８

中
に　
歳
以
上
に
な
る
（
昭
和　

６５

２７

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
）

方
　
※　
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
支

２７

給
対
象
者
と
は
、　

年
度
分
の
市

２７

民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方
で
す
。
た
だ
し
、
課
税

さ
れ
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
場
合
や
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　
【
支
給
額
】支
給
対
象
者
１
人
に

つ
き
３
万
円

　
【
申
請
方
法
】７
月　
日（
金
）ま

２９

で
に
（
当
日
消
印
有
効
）、
郵
送
、

ま
た
は
同
給
付
金
窓
口
（
市
役
所

１
階
。
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）
へ

直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
※
今
後
、
支
給
を
予
定
し
て
い

る
「
平
成　
年
度
臨
時
福
祉
給
付

２８

金
」
お
よ
び
「
障
害
・
遺
族
年
金

受
給
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活

者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）」は
、

申
請
の
受
け
付
け
を
９
月
以
降
に

開
始
す
る
予
定
で
す
。
詳
細
が
決

定
次
第
、
広
報
紙
・
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
。

　
東
久
留
米
音
頭
の
練
習
会
を
主

催
す
る
「
ひ
が
し
く
る
め
の
絆
づ

く
り
実
行
委
員
会
」
で
は
、
地
域

の
つ
な
が
り
作
り
の
き
っ
か
け
と

し
て
、
老
若
男
女
問
わ
ず
多
く
の

方
が
参
加
で
き
る
「
東
久
留
米
音

頭
」
な
ど
の
踊
り
を　

月　

日

１１

１２

（
土
）
の
「
市
民
み
ん
な
の
ま
つ

り
（
農
業
祭・商
工
祭
）」
で
踊
り

ま
す
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
向
け
て
、

市
内
４
地
域
で
踊
り
の
練
習
会
を

実
施
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
練
習
会
に
参
加
し
て
汗

を
流
し
た
後
、
市
長
と
の
座
談
会

で
、
地
域
で
元
気
に
暮
ら
す
こ
つ

に
つ
い
て
意
見
交
換
を
し
ま
す
。

将
来
の
東
久
留
米
の
た
め
に
、
皆

さ
ん
の
率
直
な
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
・
会
場
】
①
８
月　

日
２０

（
土
）
午
前
９
時
半
～
正
午
が
第

七
小
学
校
体
育
館
で
②
９
月　
日
１０

（
土
）
午
前
９
時
半
～
正
午
が
南

町
小
学
校
体
育
館
で
③
９
月　
日
２５

（
日
）
午
後
１
時
半
～
４
時
が
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
で
④　
１０

月　
日
（
日
）
午
後
２
時
～
４
時

１６
半
が
神
宝
小
学
校
体
育
館
で

　
【
持
ち
物
】
飲
み
物
、
上
履
き
、

タ
オ
ル

　
【
そ
の
他
】１
歳
～
未
就
学
児
の

保
育
あ
り
。
先
着
５
人
。
開
催
日

の
２
週
間
前
ま
で
に
要
予
約

　
詳
し
く
は
産
業
政
策
課
振
興
企

画
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
３
へ
。

康
保
険
係
（
市
役
所
１
階
）
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
医
療
機
関
な
ど
へ
の
医
療
費
支

払
い
済
み
の
確
認
は
、
原
則
、
領

収
書
で
行
い
ま
す
の
で
、
医
療
費

の
領
収
書
は
金
額
に
か
か
わ
ら
ず

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

急
な
病
気
で
病
院
に 

か
か
っ
た
と
き
は

　

出
先
で
急
に
具
合
が
悪
く
な
る

な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事
情
で
保

険
医
療
機
関
の
窓
口
に
被
保
険
者

証
を
提
示
せ
ず
医
療
を
受
け
た
と

き
や
、
医
師
の
指
示
で
コ
ル
セ
ッ

ト
な
ど
の
治
療
用
装
具
を
作
っ
た

と
き
は
、
世
帯
主
か
ら
の
申
請
に

よ
っ
て
、
後
か
ら
保
険
給
付
の
払

い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
な
お
、

審
査
の
た
め
、
払
い
戻
し
に
は
３

カ
月
程
度
か
か
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
【
手
続
き
方
法
】次
の
①
～
⑤
に

該
当
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
必

要
な
書
類
を
持
参
の
上
、
同
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
①
被
保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
に

病
院
な
ど
に
か
か
っ
た
と
き
＝
診

療
報
酬
明
細
書（
レ
セ
プ
ト
）、領

収
書
（
原
本
）、
被
保
険
者
証
、
世

帯
主
名
義
口
座
番
号
、
認
め
印
。

必
ず
保
険
診
療
で
あ
る
こ
と
を
医

療
機
関
な
ど
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
②
治
療
用
装
具
（
ギ
プ
ス
、
コ

ル
セ
ッ
ト
、
小
児
弱
視
治
療
用
眼

医
療
費
が
高
額
に 

な
っ
た
と
き
は

　

１
カ
月
に
保
険
医
療
機
関
な
ど

で
掛
か
っ
た
医
療
費
が
算
定
基
準

額
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
超
え

た
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

　
医
療
機
関
か
ら
の
請
求
に
基
づ

き
毎
月
計
算
し
、
該
当
し
た
方
に

は
、
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
３
カ

月
半
以
降
に
高
額
療
養
費
支
給
の

お
知
ら
せ
と
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
。　
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、被

保
険
者
証
と
世
帯
主
お
よ
び
対
象

者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）
に
領
収
書

を
添
え
て
、
保
険
年
金
課
国
民
健

鏡
、
弾
性
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
な
ど
）

＝
医
師
の
診
断
書
、
領
収
書
（
原

本
）、被
保
険
者
証
、世
帯
主
名
義

口
座
番
号
、
認
め
印
③
海
外
療
養

費
＝
診
療
明
細
書
（
原
本
、
日
本

語
訳
）、
領
収
書
（
原
本
、
日
本
語

訳
）、調
査
に
関
わ
る
同
意
書
、パ

ス
ポ
ー
ト
、
被
保
険
者
証
、
世
帯

主
名
義
口
座
番
号
、
認
め
印
④
柔

道
整
復
師
の
施
術
料
＝
治
療
明
細

書
、
領
収
書
（
原
本
）、
被
保
険
者

証
、
世
帯
主
名
義
口
座
番
号
、
認

め
印
。
た
だ
し
、
支
払
い
を
委
任

し
て
い
る
と
き
は
柔
道
整
復
師
か

ら
の
請
求
⑤
医
師
が
認
め
た
、
は

り
、
灸
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施

術
料
＝
医
師
の
同
意
書
、
領
収
書

（
原
本
）、被
保
険
者
証
、世
帯
主

名
義
口
座
番
号
、
認
め
印
。
た
だ

し
、
支
払
い
を
委
任
し
て
い
る
と

き
は
、
施
術
者
か
ら
の
請
求

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

　

８
月
１
日
（
月
）
か
ら
心
身
障

害
者
福
祉
手
当
の
制
度
が
改
正
さ

れ
ま
す
。
改
正
後
の
手
当
制
度
は

次
の
通
り
で
す
。

　
【
対
象
】次
の
①
～
④
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
。
①
身
体
障
害

者
手
帳
１
～
４
級
（　
歳
未
満
の

２０

方
は
３
・
４
級
）
を
お
持
ち
の
方

②
愛
の
手
帳
１
～
４
度
（　
歳
未

２０

満
は
４
度
）
を
お
持
ち
の
方
③
難

病
医
療
費
助
成
制
度
に
よ
り
助
成

を
受
け
て
い
る
方
④
脳
性
ま
ひ
、

ま
た
は
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
方

　
※　
歳
未
満
の
方
は
、
保
護
者

２０

が
受
給
者
と
な
り
ま
す
。

　
【
支
給
制
限
】次
の
①
～
④
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。
①　
歳
以
上
で
新

６５

た
に
対
象
と
な
っ
た
場
合
②
施
設

に
入
所
し
て
い
る
場
合
③
本
人

（　
歳
未
満
は
保
護
者
）
の
所
得

２０
が
基
準
額
（
左
上
表
参
照
）
を
超

え
て
い
る
場
合
④
児
童
育
成
手
当

（
障
害
手
当
）
を
受
給
し
て
い
る

場
合
　
【
手
当
額
】①
身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級
、
愛
の
手
帳
１
～
３
度
、

脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行
性
筋
萎

縮
症
＝
月
額
１
万

５
５
０
０
円
②
身

体
障
害
者
手
帳

３
・
４
級
、
愛
の

手
帳
４
度
、
難
病

医
療
費
助
成
＝
月

額
４
０
０
０
円

　
【
支
払
時
期
】４

月
・
８
月
・　

月
１２

の
い
ず
れ
も　
日
２５

ご
ろ
　
【
住
宅
加
算
】次
の
①
～
④
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
方
は
、
住
宅
加

算
（
月
額
３
５
０
０
円
）
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
①
身
体
障
害
者
手
帳

１
・
２
級
、
愛
の
手
帳
１
～
３
度

を
お
持
ち
の
方
、
脳
性
ま
ひ
、
ま

た
は
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
方
②
市

内
の
民
間
ア
パ
ー
ト
、
借
家
な
ど

に
お
住
ま
い
の
方
③
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
④
市
か
ら
他
の
住
宅

扶
助
を
受
け
て
い
な
い
方

　
現
行
の
障
害
者
福
祉
手
当
、
難

病
者
福
祉
手
当
、
障
害
者
住
宅
手

当
は
、
廃
止
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
現
在
受
給
中
の
方
（
７
月　
２９

日
〈
金
〉
ま
で
に
申
請
を
し
た
方

を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
経
過
措

置
が
適
用
さ
れ
、
引
き
続
き
受
給

で
き
ま
す
。

　
障
害
者
福
祉
手
当
、
難
病
者
福

祉
手
当
、
障
害
者
住
宅
手
当
を
受

給
中
の　
歳
以
上　
歳
未
満
の
方

２０

６５

に
つ
い
て
は
、
新
制
度
の
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
管
理
係

☎
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
民
税
・
都
民

税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
市
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
平

日
の
相
談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ

こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】休
日
納
税
相
談
窓
口
＝

７
月　
日
（
土
）・　
日
（
日
）
の

２３

２４

い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

▼
夜
間
納
税
相
談
窓
口
＝
７
月　
２８

日
（
木
）
午
後
８
時
ま
で

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　
【
そ
の
他
】介
護
保
険
料
、保
育

園
保
育
料
、
学
童
保
育
料
は
、
納

付
書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

領
収
し
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

　

児
童
手
当
＝
６
月
分
以
降
の
手

当
を
受
給
す
る
た
め
に
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す

　
医
療
費
助
成
制
度
＝
現
在
お
手

元
に
あ
る
乳
幼
児
・
義
務
教
育
就

学
児
医
療
証
の
有
効
期
間
は
９
月

　
日
（
金
）
ま
で
で
す
。　

年
１

３０

２８

月
１
日
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
に

は
、有
効
期
間
が　
月
１
日（
土
）

１０

か
ら
の
医
療
証
を
９
月
下
旬
に
送

付
し
ま
す
。
た
だ
し
、　

年
１
月

２８

２
日
以
降
に
転
入
し
た
方
は
、
所

得
状
況
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
手

続
き
が
必
要
な
方
に
は
用
紙
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
未
提
出
の

方
は
至
急
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
☎
４

７
０
・
７
７
３
６
へ
。

乳
幼
児
・
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度

現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か

児
童
手
当

障
害
福
祉
関
連
の

手
当
が
変
わ
り
ま
す

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

高
額
療
養
費
な
ど
国
民
健
康
保
険
か
ら

給
付
さ
れ
る
医
療
費

国
民
健
康
保
険

～
あ
な
た
も
で
き
る
楽
し
い
地
域
の
絆
づ
く
り

市
長
と
一
緒
に
東
久
留
米
音
頭
を
踊
り
、

語
り
合
い
ま
せ
ん
か
～

東
久
留
米
音
頭
練
習
会
＆
地
域
で
元
気
に

暮
ら
す
こ
つ
（
市
長
座
談
会
）

現況届が提出されないと…

６月分以降の
児童手当が

受けられません

１０月１日以降の
医療証の交付が
受けられません

所得制限基準額
所得額扶養親族

などの人数
３６０万４,０００円０人
３９８万４,０００円１人
４３６万４,０００円２人
４７４万４,０００円３人
５１２万４,０００円４人
５５０万４,０００円５人

※その他、所得から控除でき
るものもあります。
※扶養親族数５人以降は、１
人増すごとに３８万円を加算
します。

高
齢
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
）
の
申
請
期
限
は
７
月　

日
（
金
）
で
す

２９

お
急
ぎ
く
だ
さ
い

お
急
ぎ
く
だ
さ
い
！！

　

８
月
１
日
（
月
）
は
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

２
期
、
国
民
健
康
保
険
税
第

１
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
第
１
期
の
納
期
限
で
す
。

最
寄
り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）・コ
ン

ビ
ニ
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

市
税
な
ど
の
納
付
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

鑑
賞
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
市
民
の
皆
さ
ん
を
迎
え
入

れ
る
玄
関
口
で
、
涼
や
か
な
雰

囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
フ
ラ
ワ
ー
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
活
動
の
ご
紹
介
で
す
。

毎
年
、
夏
と
冬
に
東
久
留
米
駅

を
中
心
に
東
西
に
の
び
る
道
路

の
歩
道
に
花
を
植
え
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
植
栽
に
は
多
く

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
参
加
さ
れ
、

ま
さ
に
市
民
の
皆
さ
ん
に
よ
る

街
の
美
化
活
動
で
す
。
関
係
者

の
皆
さ
ん
は
、
事
前
準
備
や
そ

の
後
の
お
手
入
れ
な
ど
、
見
え

な
い
所
で
も
活
動
さ
れ
て
い
ま

す
。
駅
前
の
通
り
が
き
れ
い
な

花
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
と
て
も

心
が
癒
さ
れ
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
の
力
で
こ
の

ま
ち
が
輝
き
、
潤
い
あ
る
活
力

あ
る
生
活
が
送
れ
る
こ
と
に
あ

ら
た
め
て
感
謝
致
し
ま
す
。
皆

さ
ん
と
東
久
留
米
の
魅
力
を
こ

れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
開
花
さ
せ

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ド
ヒ
ガ
ン
と
い
う
桜
を
南
沢
水

辺
公
園
に
植
樹
し
ま
し
た
。
こ

の
桜
は
樹
齢
千
年
に
な
る
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
千
年
前
と

言
え
ば
平
安
時
代
で
枕
草
子
や

源
氏
物
語
な
ど
の
時
代
と
重
な

り
ま
す
。
実
行
委
員
会
の
皆
さ

ん
の
思
い
と
共
に
、
こ
れ
か
ら

の
千
年
を
見
守
っ
て
も
ら
う
と

思
う
と
ロ
マ
ン
を
感
じ
ま
す
ね
。

　
続
い
て
、
皆
さ
ん
は
市
役
所

正
面
入
り
口
横
に
、
き
れ
い
な

花
蓮
の
鉢
が
置
か
れ
て
い
る
こ

と
を
ご
存
じ
で
す
か
。
こ
れ
は

東
京
東
久
留
米
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
と
建
設
業
協
会
の
会
員
の

方
々
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
、

↑植樹式の様子

魅
力
が
開
花
す
る
ま
ち
へ

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
今
回

は
植
物
に
関
連
し
た
環
境
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を
紹
介
し

ま
す
。

　
ま
ず
は
、
記
念
植
樹
の
お
話

で
す
。
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

開
催　
周
年
を
記
念
し
て
、
エ

２０

市長


